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わjもるわけである。

次に基礎額の発足当初から今日までの経過を

すが、この表は毎年 1月の基礎額だけをあげ、

聞の変動は略す。但し1976年については 1年間

あげておく。健康保険の傷病手当には、毎年 1

の基礎額と年聞を通じて使用するから、 1月の

礎額には特に重要な意味がある 。
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年金制度

スウェーデンにおけるインフレ下の年金制度と

いうとき、まず年金サイドからインフレの進行を

見た上で、 1975年から76年にかけて、年金制度の

上に取りあげられた新しい改正措置を並べてみる

ことにする。要するに、スウェーデンの公的年金

は、インフレーション・プノレーフであるスライド

制が、きめ細かく実施されているにもかかわらず、

さらに年金受給者の所得保障としての効果を挙げ

るため、いいかえれば受給者の利益を守るために、

行政的な改正が次々となされている。公的年金の

改正にともない、補足的な各種協定年金も改正さ

れるはずである。
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基 礎 額

社会保障全般にわたって、各種給付金の基礎と

なる金額を基礎額といい、国民年金と ATP (国

民付加年金)も基礎額に基し、て算出されるから、

これは年金に欠くことのできない数字である。基

礎額はATP制度の発足に当って、1957年 9月の

消費者物価で 4，OOOKrと定められ、 以後、基礎

棋は毎月末にチェックされ、前回発表の時点より

消費者物価指数が 3%以上騰っていると、次の月

ぜC-t U.Jノ、ーセンテージだけ、基礎額を上げる修正

が決定され、翌月実施にうつされる。国民年金と

ATPはこのように月毎の基礎額から算出される

のであるから、インフレーション ・プノレーフ とい



上の表で見る通り、インフレによる基礎額の上

昇はここ数年著しい。したがって年金額も近年大

幅に増加している。

その上さらに次の通り、いろいろの年金制度改

正が行われ、年金受給者のための優遇措置が取ら

れているのである。

a) 国民年金と基礎額

1960年にATPの発足とともに、国民年金にも

大幅な改正が加えられた。すなわち年金額の決定

にはじめて基礎額が採用され、 10年の聞に隔年段

階的にパーセンテージを上げていって、 1968年に

は、単身者で基礎額の90%、夫婦で 140%の年金

を支給することにな り、その後このパーセンテー

ジは維持された。それか ら以後はじめての改正は

1975年 7月1日で、単身者95%、夫婦 155%とな

った。

b) 年金年齢の低下

年金年齢は年金制度発足(1913年〕以来、 67歳

が不変であったが、 1976年 7月1日より 65歳とな

った。これにより年金対象者は18万人の増加とな

ったが、うち 7，000人はすでに早期年金とか繰上

げ年金の形で受給しているから、実際は11万人の

増加であ った。

c) 部分年金の発足

1976年7月1日から新 しく部分年金と名づけら

れる年金ができた。これは60~65歳の人か常勤労

働から非常勤動働に移った場合、収入の減少分を

補償する年金で、一種の在職老齢年金である。条

件としては、労働時聞が週に 5時間以上減少した

こと、残りが17時間以上あること、その他である。

部分年金は減少した収入額の65%であるから、部

分年金と非常勤時間給を併せて、もとの収入の85

~90% となる。これは繰上げ年金とは別個のもの

で、老齢年金と関係はない。

d) 繰上げ年金年齢の低下

老齢年金の年金年齢低下にともない、繰上げ、年

金の開始年齢も63歳から60歳にな った。また繰上

げ年金は、年金の全額か半額がいずれかを選択す

ることができるようにな った。

e) 老齢者のための早期年金

早期年金はもともと、病気または障害のために

労働能力を半分以上失った人に支給される年金で

あるけれども、 60歳以上の老齢者のためには、一

般とは別の規則によ って早期年金が支給される。

普通、早期年金は医学的条件によって決定され
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るが、老齢者の場合、医学的条件ではなく、従来

の労働が過重であるか繁忙すぎるかで継続不能の

場合、居住地域で別の適当な職場がなく収入を得

る可能性がないという事情で決定される。老齢失

業者は、失業保険の有効期聞が切れてなお失業が

つづ く場合には、早期年金が支給される。

f) 年金割増金

前述の通り、国民年金の額が単身者で基礎額の

90%に落ちついたのは1968年である。その翌年か

ら、国民年金受給者でATPの無い人、またはA

TPがあ っても額が少くて、年金割増金を加えて

も合計額が基礎額の45%以下の人 (ATP以外の

収入は関係なしつには年金割増金がつくことにな

った。

年金割増金は1969年以来、毎年基礎額の 3%づ

っ増していくものであったから、1975年7月 1日

より 1年間は年金割増金は基礎額の21%であった。

ところが1976年7月1日からは基礎額の 4%づっ

増すことに改正されたので、現在は25%である。

同時に、早期年金の受給者に限って、年金割増

金は 2倍となった。すなわち基礎額の50%とな っ

た。これは早期年金受給者はATPの年金点数が

少ないのが常で、したがってATPが低額である

ところから、それを国民年金でカパーしよう とす

るものである。

g) 障害補償の年齢低下

16歳以後65歳以前に障害者とな った人は、 早期

年金のあるなしにかかわらず、障害補償を受ける

ことができる制度であるが、 1976年 7月 1日から、

年齢が65歳から63歳に引下げられた。これは障害

者が日常生活または労働活動をする上に、他人の

援助を必要とする度合と普通人以上に費用のかか

る度合とによって、基礎額の60%、45%、30%と

いう 3種類になっている。

h) 年金受給者の税金

各種の国民年金は、コムーンの住宅手当(収入

が国民年金だけまたはそれ以外僅少の者には、コ

ムーンが家賃暖房費を負担する〉と障害補償を除

いて、すべて課税対象収入である。しかし国民年

金受給者に対しては、一般の控除額 4，500Krの

ほかに特別控除があるから、従来は老齢年金、早

期年金、寡婦年金だけしか収入のない人は、いず

れも税の申告も納税も不要であった。それが1976

年 7月1日からは、この控除額が拡大されたの

で、国民年金以外の年収 3，800Krまでは税金が



かからないことになった。それ以上の収入があれ

ば、年収 36，OOOfむまでは超過額の40%が控除さ

れる。さらにそれを超す収入であれば、控除の割

合が減少し、 年収 38，000Krから特別控除はな

くなる。年金受給者夫婦の場合には、従来の特別

控除は夫婦合算年収 50，000Krでなくなることに

なヮていたが、 1976年 7月1日からは、 納税義務

者各自ごとに上述の規定が適用されることになっ

fこ。

E 老人福祉

老人福祉とインフレとの関係は、年金制度のよ

うに直接数字に現われてはこないが、この時期に

目立って進展した老人福祉のいくつかを取り上げ

る。

a) 老人住宅

「公的老人住宅には、年金者アパート(普通の

集団アパート内の年金者用〉と年金者ホーム(年

金者集団アパート)と年金者ホテノレがある」と、

スウェーデンの公刊物に年金者ホテルの名称が出

はじめたのは、僅か、 1、2年前からである。年

金者ホテノレはコムーンによっては、サービスハウ

スとか住宅ホテノレとか名付けられているが、従来

の年金者ホームと老人ホームの機能を兼ね備えた

もので今後は老人住宅の主役となるであろう。

(これについては、昭和51年度厚生科学研究

「老人ホームの地域開放」に報告してあるから

重複を避ける。〕

b) ねたきり老人対策

老人人口の増加にともな って、ねたきり老人の

増加はスウェーデンでも大問題である。過去10~

20年間の医療ベッドの増加分は、ほとんどすべて

が慢性病患者用に提供された。それにもかかわら

ずまだ不足で、多数のねたき り老人が、病院の急

性病病棟のベッドを圧迫し、老人ホームの中の病

室を占領するケースが多し、。病院は大資本を投じ

て高度の設備と 医療機具を備えたもので、慢性病

患者が各種の検査を終り、 一定の看護方針の出た

あとまだ長く 入院をつづけるところではない。ま

た老人ホームは老弱とはいっても健康な老人を収

容する施設であって、病室は一時的の病人を休養

させるところである。 1980年を目標とする医療計

画は、療養所(ナーシングホーム〉の増設、とく

に小規模の小療養所を患者の住居地域に近接して

数多くつくるがことが 1973年に発表されている。

1975年までにはこの計-画によれば、 70歳以上の

人口の5.5%に当る 40，000ベッドが整備されるは

ずである。 1985年までには老齢化の進行に備え

5.5%を6%にするため、さらに 20，000ベッドを

増加する計画である。しかしこの計画が実際に実

行されるかどうかには疑問がある 。それはインフ

レ下の社会福祉政策では、所得保障の性格である

各種給付金は拡大しているのに比べて、建設関係

の経費が縮少されているからである。

c) ホームヘルプサービス

老人および身障者用のホームへ/レパーに、ソシ ー

アノレ ・サマリットとい う名称が与えちれ、政府か

らコムーンに対する 補助金の対象とな ったのは

1964年であった。以来この活動はコムーンの事業

となり、サマリットも地方公務員の資格を持ち、 =

老人のオープンケア部門の重要な役割を果し、急

速な発展をとげたのであるJサマリットの要員は

訓練を必要とせず、経済発展が進行中の時期には、

在宅の中年主婦の仕事として最適とされ、人的資

源に事欠かなかった。ところが女性の就職が一般

化するにつれ、中年婦人にと ってもサマリットは

魅力的な仕事ではなくなってきた。今ではそろそ

ろ要員に不安が出はじめたところである。そこで

今、試験的に都市地区で.も過疎地区でも、へルパ

ーがチームをつくり自動車を使って、能率的に巡

回へ/レフ。する方法が行われている。

同時に、 1971年から家族の中の老人のために、

家人がある基準の援助をすれば、公的へノレパーと

して認められ時間給が支給されることにな った。

それでサマリットの人数は急増 L.tr. I> 

d) 家庭看護

在宅老人の病気に対して、 1971年から医師によ

って必要が認められ、一定条件を充す看護であれ

ば、家庭看護者として州から看護手当が出ること

にな った。看護者は誰でもかまわないが、主力は

ソシアノレ ・サマリットである。サマリットはコム

ーンに属する公務員である けれども、家庭看護者

として働くときの手当は州か ら出る。また家人も

家庭看護者になること ができ る。

この制度は、医療サービスと社会サービスが、

互いの領域を越えて共同して働き、効果を挙げて

いる例である 。これはまた療養所不足を補うのに

も役に立っている。
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つづき(3) スウェーデンに見るインフレと不況下の福祉政策研究シリーズ

スウェーデンにおけるスタグフレーション下の福祉政策

Welfare Policy under Stagflation in Sweden 

丸尾直美
ProL Naomi Maruo 

中央大学教授理事

上昇率も低下するかマイナスになるものと想定さ

れていたが、実際には、1960年前後以降から逆の

関係がみられるようになっているのである。目、

米、英、独について、実質経済成長率と消費者物

価上昇率との聞に逆相関関係がみられるようにな
苛ず

ったことは既に指摘されているが、スウェーデン

の場合にも、第 1図に示すように、景気に関係な

く物価が大幅に上昇し続けている。石油危機後の

1 スタグフレーションの一般化

1960年の前後か ら一一イギリスでは1950年代中

頃から一一欧米先進諸国では、実質経済成長率の

低下する不況期ないし景気後退期に却って消費者

物価上昇率が大きくなる傾向が広くみられるよう

になった。

従来の経済学の常識では不況期には実質経済成

長率が低下するか、またはマイナスになり、物価

スウェーデンにおける実質経済成長率と消費者物価上昇率
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一ーはスウェーデンの実質GDP(国内総生産)の成長率……は日本の実質GNP成長率(注)
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異常インフレ期を別とすれば、実質経済成長率が

低下した年である1958年、 60年、62年、 66年、71

年にはし、ずれも消費者物価上昇率のほうは上昇し

ている 。この意味では、スタグフレーシ ョン的現

象は、既に1950年代の終り頃からみられるように

なっていたともいえる。ただ、近年の不況とイン

フレの併存現象は、世界の先進国全般にみられる

現象であり、不況ないし停滞が長びいている上

に、石油危機による原油値上がりの後遺症もあっ

て物価上昇率が大きいので、不況とインフレの併

存がとくに注目されるようになったのだと L、えよ

フ。

※丸尾直美著『福祉の経済政策.11975年日本経済新

聞社刊。なお、実質経済成長率と消費者物古川上昇率と

の関係は逆相関的になったが、日本の場合、卸売物価

上昇率のほうは、今日でもなお、実質経済成長率と正

の相関関係にある。

2 1 975~ 76年のスウェ ーデンのス タ グフ レ

ーションとトリレンマ

不況ないし景気後退がインフレと併存するスタ

グプレーション期には、福祉政策も他の公共支出

と同様に、複雑なジレンマに直面する。そのジレ

ンマの一つは不況期一般にみられる公共支出の周

知のジレンマである。すなわち、不況で税収が減

少したり、その増加率が少なくなるのにたいして

福祉支出のほうは当然増しなどのために抑制が困

難なことである。しかも不況が需要デフレ ・ギャ

ップに基づくものであるとすれば、むしろ福祉支

出などを拡大し、税金に関しては減税するほうが

需給ギャッフ。の縮小と不況克服にと っては適合的

であるのに、財政収支の均衡にとっては、その逆

のことが要請されるというジレンマが生ずる。

不況が一時的なものであり、しかもインフレを

ともなわない場合には、このようなケースについ

てのケインズ経済学的な処方は、財政均衡を犠牲

にして、 一時、 財政赤字を増やしても、福祉支出

の積極的拡大と減税を行なうことであろう。スウ

ェーデンは他の国に先がけて、 1933年にそのよう

なケインズ的政策を導入した国として知られてい

る。

しかし、不況がインフレをともなうスタグプレ

ーション期には、そのようなジレンマに加えて、

福祉支出の拡大と減税をすれば、インフレを加速

じはしないかという不安が加わる。さらに、スタ

グプレーションが国際収支の赤字をともなう場合

には、ジレンマは一層複雑になり、 トリレン マな

いし、それ以上になる。近年のイギリスとイタリ

ヤの場合には、不況、インフレ、国際収支の大幅

赤字というトリレシマに悩まされているが、 1975

~76年のスウ ェ ーデンも 0.5 ないし 1 パーセン|、

の実質経済成長で 9パーセント前後の消費者物価

上昇と国際収支の大幅赤字をともな ったので、イ

ギリスやイタリヤほどでないとしても、 トリレン

マを経験したといえる。

スウェーデンは1976年にも1.9パーセントの実

質経済成長と 7.3パーセントの消費者物価上昇が

併存したから、このときも不況とインフレのジレ

ンマに直面したが、このときは、国際収支はかな

りの黒字であ っ たから、 1975 ~76年の状態は一層

深刻だったといえる。

もっとも、このところ、慢性的なスタグフレー

ションと国際収支に悩まされているイギリスやイ

タリヤと異なり、スウェーデンは、他の先進諸国

の殆ん どが深刻なスタグプレーションと国際収支

の赤字に悩まされた1974年を、スウェーデンとし

ては好調な実質4.2% (日本は1974年度にはマイ

ナス 0.3%)の経済成長と、 9.2%という同年と

しては他の先進諸国に比べて低い消費者物価上昇

率で切り抜けたので、経済的困難の深刻度はイギ

リスやイタリヤのようなものではない。

3 減税・賃上げ抑制・雇用維持のポリシー

-ミック ス

それにしてもスタグフレーショ ンと国際収支の

赤字というトリレンマの下では、①不況と雇用不

安の克服、 ②インフレの抑制、 ③国際収支の赤字

の克服と U、う 三つの目標を同時に達成しな《ては

ならないので、複数の政策手段の組み合わせ(ポ

リシー・ミックス〉が必要になる 。この場合、不

況と失業が総需要不足によるデフレ ・ギャッ プに

由来するものであり 、インフレが主として生産性

上昇率を上回る賃上げに起因するコスト ・インフ

レであるとすれば、両者を同時に克服するポリシ

ー・ミックスとして考えられる方法は、 一方にお

いて福祉政策等の公共支出の拡大および減税によ

って、需要を拡充し、他方において所得政策によ

って賃上げを抑制することである。1973年のスウ

ェーデンと1975年のノルウェーではこのようなポ

リシー・ミックスによってスタグプレーシ ョン克

服にある程度の成果をあげた。この場合、減税と

賃上げ抑制の組み合わせばパッケージ・デ、ィーノレ
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として行なわれるので、いわゆる社会契約の一種

とみてよいだろう。

このポリシー・ミックスの経済的意義は次のよ

うに説明できる。福祉支出をB、勤労者に課され

る税金をT、消費需要をDであらわすと、次式の

ような関係がある。

ムD=fl(ムBームT)ただしflは関数であり

fl'>O・・ ・・(1)

この式は消費需要は福祉支出が増え、減税が行

なわれるほど増加することを示している。

消費需要Dはまた、賃金 (W)が増えるほど増加

するという関係にある。すなわち、

6D=f2 (ムW) ただしf2は関数で、あり、

fz>O・.....(2)

第3図 福祉支出の増加 ・減税・賃上げ抑制のポリ
シー・ミックス

a 

f訓トー一守
tf 

J面6w'U1
日 hαむY

a 。
ムBームT
福祉支出の増加一税の増加

したがって社会契約によって福祉支出の増加と

勤労者減税を行な うと消費需要は増えるが、賃上

げが抑制されると、その分だけ消費需要の増加は

抑制されるので、社会の財貨およ びサービスの需

給均衡成長に必要とされる賃上げ(ムW)と福祉

支出増加および勤労者減税(ムBームT)の組合

せを第 3図に図示すると、 a-a線のようにな

る。

一方、賃金コスト・インフレを生じさせないよ

うな賃上げ額は、実質国民生産の増分に賃金分配

率を乗じた値である。実質国民生産高を Y、賃金

分配率を αとあらわして、次式が成立するとき、

賃金コスト・インフレが生じないですむ。

ムW=αムy......(3)

この式を第3図にあらわし、 αもムYも〈ムB

ームT)と独立と想定する と、 b-b線のように

6 

なる。(実際には福祉支出を増やし、減税をする

と不況期には需要が増え、経済成長率が高まるの

で、この線は幾分右上がりになろう。〕

この図の上でいうと、 Q点が需給ギャップとコ

スト・インフレ・ギャッフ。の両方が除去され、不

況もコスト・インフレもない二重の意味での均衡

点である。社会契約による福祉支出拡大・勤労者

減税と賃上げ抑制のポリシー・ミックスの目ざす

のは、この均衡点への接近である。勿論、実際に

はこのような二重均衡点が現実的な領域に存在す

るとはかぎらないが、少なくともそれに接近する

ことはスタグフレーション克服に有益である。た

とえば賃上げがムWl点であるときは需給均衡目

的には望ましいが、賃上げが生産性上昇によって

許容される額よりも c-dだけ大きくなり、賃金

コスト・インフレになったり、人件費の圧迫面か

ら企業活動が沈滞するおそれが生ずる。ところが

賃上げ額が W*に近い点に抑えられれば、需給ギ

ャップと賃金コスト・インフレ・ギャップがとも

に小さくなり 、ス タグプレーションの克服に役立

ペコ。

社会契約ないし北欧型パッケージ・デ、ィーノレは、

①賃上げ抑制による勤労者福祉のマイナス商を福

祉支出(雇用対策支出を含む〉と減税によって相

殺することと、②消費需要の拡大と、①賃金コス

ト・インフレの抑制という三つの目的の同時達成

を意図するものであり、スタグプレーションの克

服と福祉政策とを両立させる有力な政策とヤえよ

フ。

4 積極的雇用政策の活用

スウェーデンをはじめとする北欧諸国には、こ

のほか、雇用の安定と物価の安定の両立を目的と

して行なわれる積極的雇用政策がある。この政策

に理論的根拠を与えたのは労組エコノミストのG

・レーンであった。このレーン理論によれば、マ

クロ的需要拡大策だけで完全雇用を達成できるほ

ど需要を拡大すれば、労働市場が逼迫して、第4

図のようなフィリップス曲線の関係から賃上げ率

が生産性上昇率を大幅に上回ってインフレにな

る。そこでマクロ的雇用拡大策によって'失業率を

数%にまで下げ、残余の失業はミクロ的な労働市

場別の雇用助成(職業訓練による転職助成、地域

聞の労働移動助成、 等〉により 吸収するこ とによ

って完全雇用と物価安定を両立させようとすると

ころにこの政策の独自性がある。スワェーデンと



ノルウェーではこの政策を巧みに用いて、近年の

スタ グフレーション期にも失業率を 2%以下に抑

えてきた。 1975年以降は、このほか、雇用維持の

ための在庫投資に補助金を出す制度を導入した

り、高齢者と身障者の雇用保障を強化する政策を

とってきたが、世界的な不況の長期化のために、

このような政策にも限界と問題が生じている。

第 4図 フィリップス曲線とレーン・モデノレ

¥1 

ふ

w-
賃

上

げ

率
フ

1"-イリ
ゾ Aフ川

ス日

線

w 
0， 

失業率

ミクロ的労働市場 7 ;7ロ的諾婆拡大

政策によって対処 政策によって対処

また、国際収支の赤字も大幅になり、回復の見

込みが立たないために、 EC諸国にたいする為替

レートを切り下げて、 トリレンマからの脱却を試

みている 。スウェーデンとノノレワェーは、経済政

策と福祉政策を巧みに組み合わせて、高水準の福

祉制度を実現しつつ、一人当たり GNPでも世界

の最高水準にリンクされる までにいたったが、今

回のような世界的なスタグフレーションのもとで

は一国だけでトリレンマを克服することは困難で

あろ う。

第 5図 スウェーデンの政府(中央政府予算〉の社

会保障関係支出の対前年伸び率

19.4 

(注)1974年まではStatistiskarsbok 1970および1976
による。 1975年以降の数字は各年の SwedishBudget 

による予算数字を基にした。実質値は消費者物価によ
ってデフレートしたもの。

ベ ックストレームご夫妻を送る
Good司byeto Mr. and Mrs. Lars Backstrりm

常務理事高須 裕 三
Managing Director， Yuzo Takasu 

スウェーデン大使館の科学アタッシェ L.B品ckstrom夫妻が、約3年間の任務を了えて、

7月31日(日)羽田から離日された。氏は科学・技術・産業の分野で日本とスウェーデンと の

知的・人的交流を促進するという極めて大切な仕事を担当されていた。

その問、あるときは大使館の公的な場で、またあるときは赤坂の私邸に各方面の日本人を招

いて、夫妻の暖かく誠実な人柄の醸し出す静かな雰囲気の中で、両国の交流を地道に積上げて

ゆかれた人徳と功労とは、忘れ得ないものである。

氏が在日中、その最後を飾る仕事にな ったものは、去る 7月22日、大使公邸で行なわれた岡

村誠三京大名誉教授へのスウェーデン勲章授与式で、それはベックストレーム氏が努力されて

きた両国間の知的・人的交流の象徴的具体化として、思い出に残る意義深い場面であ った。

Backstrom夫妻の築かれた基礎が、後任の Green-Cグレーン〉夫妻によって更に拡充され

てゆくことを、われわれは望み且つ信ずるものである。
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<移民のためのスウェーデン語教育>

移民がスウェーデンの労働市場で働いていくた

めにスウェーデン語が不可欠なことは云うまでも

ないが、移民就業者は 240時間のスウェーデンの

授業を受ける権利があることが規定されている。

一番多いのはフィンランドからのグループである

が、 トルコ、ラテンアメリカ、ポーランド、ギリ

シャ、ユーゴスラピアからのグループも多い。し

かしたった 240時間などでは、特に更に職業教育

を受けようとする者はとても足りない。労働市場

局(AMS)のピノレギッ夕、グスタフソン氏は「移

民が本当に困難に直面するのは、新しく職業教育

のコースを始めた時です。少し話せくらヤでは、

スウェーデン諮で行なわれる複雑な職業教育につ

いていくのは難しいでしょう。」と語っているが、

そこでAMSと教育委員会(Skoloverstyrelseめ

が行なっているのがこうした者の為の 9週間のス

ウェーデン語コースである。必要ならば更に 9週

間が延長される。昨年、 AMSとSOの講習を受

けた移民は14，000人にのぼるが、ここでAMSと

SOのスウェーデン語教師と移民連・の談話を紹介

しよう。

ハンス ・エクホルム (AMS. SO教師〕

英語が話せる者にとってはスウェーデン語を学

ぶことはそれほど難しくないと思う。彼らは銀行

(Bank)、公園 (Park)、警察 (Polis)といヮた

国際語も解るわけだが、フィンランド語やユーゴ

スラピア語にはスウェーデン語と相当する単語が

一つもないから、生徒は全てを基礎から学ばなけ

ればならない。良い学習方法は生徒達に互いにイ

ンタビューをさせることだ、例えばフィンランド

人がユーゴスラビア人にインタビューする時、共

通の言葉はスウェーデン語しかないのだから。そ

して後で二人が何を話し合ったかを皆の前で発表

させる。教科書はどうやって仕事を捜すか、とか

様々な職場の様子などを扱っている労働生活に関

するものを使っている。労働組合に社会見学に行

ったり するが、訪問の前には生徒達は質問をいろ

いろと準備しなければならない。 9週間の授業で

生徒達にできるだけ広い洞察をスウェーデンの社

会に対し持ってほしいというのが私の希望だo

Semun Aksoy (トルコから移民してきたアッシ
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ンのトピック|

リア人(男〉でスウェーデンに来て 4ヶ月になる。

亡命の理由は他のアッシリア人と同じ様に宗教的

迫害である。このインタビューは同胞移民を助け

る為コミューンによって雇われているアッシリア

人の通訳の協力で行なった。〉

私は仕事を捜しているが、現在のスウ ェーデン

語の能力ではとても無理だと思う。以前に 240時

間の講習を受けたが、終ってもほとんど何もしゃ

べれなかった。だから今通っているAMSのコー

スはとてもよいと思う。スウェーデン人と付き合

うことはあまりないので、目下は大した問題はな

いが、職場ではそうもいかなくなるだろう。スウ

ェーデン語は発音が難しいし、綴りも厄介だ。ス

ウェーデン人が我々と話す時は常にゆっくりと、

明確に、そして難しい言葉を使わないことを頭に

おいていてくれたらいL、だろうに。

Raili Kuosmanen (フイランド人(女〉でスウ

ヱーデンに来て 7年になるが、長い間スウェーデ

ン語を話せずに暮してきた。フィンラン lごからの

移民は多いから同国人とばかり付き合って、何年

いてもスウェーデン語を話さないフィンランド入

は多し、。彼女はフィンランドではデ、パートの庖員

だったが、スウェーデンに来てからは工場のベル

トコンベアの仕事をしたことがある。〕

3ヶ月前、このAMSのコースを始めた時は、

ほんの少ししか話せなかったが今はずっと上達し

た。言葉ができなければ職業教育を受けるチャン

スは全くないし、私は庖員のような仕事が好きだ

からその為の教育を今後受けたいと思っている。

庖員などは特に言葉が大切で、難しい言葉の度に

フィンランド語=スウェーデン語の辞書をひV'て

いるようではどうしようもないから。ミノレクとか

バターとか云う普通の言葉は最初にすぐに覚えた

が、後は難しし、。とにかく早く上達してよい仕事

につきたい。

Ken Macfarlane (南アフリカのダーパンより

昨年12月に移民してきた。本国では家具商であっ

たが、スウェーデン人である彼の妻が南アフリカ

の将来に非常に危慎を抱いたので移ってきた。ス

ウェーデンに来て数ヶ月にしてはとても上手なス

ウェーデン語を話す。〕

スウェーデンには一度、休暇で来たことがある。



私の妻がスウェーデン人なので労働許可をもらう

には問題がなかった。英語を話すスウェーデン人

は多いし、英語とスウェーデン語の違いもそれほ

ど大きくないので他の移民に較べれば楽だと思う。

しかし、このAMSコースに来る前の職場での同

僚は他の国からの移民だったし、英語が解らない

スワェーデン人、又、できるのに使おうとしない

スウェーデン人が一部にはいた。又、同時によく

あることはスウェーデン人は最初は「私はとても

英語がへタです」と u、いながら、実は互い理解し

あうのに十分なほど上手な英語を話すということ

だ。私はもっと教育を受けたいので、このコース

に通っている。この後ストックホ/レムへ移って 3

年間電気エンジニアになる為の勉強をするつもり

だ。勉強しなければ南アフリカにいた時と同じく

らいいい仕事をここで得ることはできない。

<頭の痛い保育所問題>

保育所が足りないのはスウェーデンでも閉じで

ある。例えば、

・現在、家庭保育所(主婦、その他が自分の家庭

を保育所として子供を預かる、コミューンから

の許可が必要)も含めて14万 2千人分の席があ

るが、実際には約32万人分が必要である。

.LOの調査によれば11歳以下の子供のうち 3万

7千人が、両親が働いている為、 一 日のうち数

時間一人ぼっちにされる。

しかしながら、職員の数が足りない為に閉鎖し

なければならない保育所はたくさんある。今後4

年間に保育所の席を24万までに増やす予定である

が、32万人分にはまだ足りないにしても、も っと

問題なのはいかにして職員をふやすかである。ス

ウェーデンでは保母になるにはたくさんの道があ

る。ストックホノレム郊外のティーレセーの保育所

で働く 9人の経歴をここで紹介してそれを示して

みよう。

中学卒業、広員、事務員と して働く、

I 20年間家庭の主婦、そのうち 8年間
ブリット・ | 
ツテション |自分の家庭で子供を預かる。 20週間

エイボノレ ・フ

ォグニyレ

ブリット・マ

リイ ・へyレベ

リイ

のAMSのコースで保母の資格をと

る。

中学中退、 3年間美容学校生徒、 10

年間家庭の主婦、成人学校に通い中

学卒業の資格をとる。 16週間保育所

で実習、 2年間の幼稚園の先生のコ

ース

高校(1年間の家庭科コース)、工

場で働く、家庭保育所を開く、 AM

Sの保母コースに応募したが入れな

カミっTこ。

エリザベッ|高校、幼稚園での数ヶ月の実習、他

ト・へグ/レン|人の家庭に子守りとして雇われる。

ド I 2年間の幼稚園の先生のコース

エリザペッ |高校、代理教師、学士号をとる。幼
ト・トーラン |
デノレ |稚園の先生の為のAMSのコース

マリアンヌ・ |中学卒業、病院、盲人学校で実習、

ヤlレデ I 2年間の幼稚園の先生のコース

高校(1年間の家庭科コース)、他

ノ、イデ ・モノレ|人の家庭で子守り 、2年間の国民学

ク |校、保育所で実習、コミューンの成

人教育で16週間の保母コース

クリステイ|高校(1年間の家庭科コース)、f也

ナ・ホノレムシ |人の家庭で子守り、ストックホノレム

ュトレム |保母学校で16週間のコース

三三:;-~[高校 (2 年間の保母コース〕

最近のスウェーデン経済・社会ニュース

スウェーデンの開発援助計画

スウェーデンの開発援助政策の目標 つまり資

源の拡張、経済及び社会的平等、経済及び政治的

独立ーは不変である。これはこのほど国際開発協

力相であるウーラ・ウノレステン (OlaUllsten) 
に対してこのほど議員代表委員会が提出した報告

書の結論である。

最も貧しい人々の為の社会的正義を促進する目

的をもったスウェ ーデンの開発援助は、自国の最

もめぐまれない人々の生活状態を改善する為に活

滋な努力をつづけている諸国に与えらるべきであ

る。

全ての援助資金は贈り物としておくられるべき

ものであって、例外の場合にのみクレジット扱い

をうけるべきである。受けとる国自身がその個々
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発の為である。機械産業が産業界全体の研究開発

費の74%をしめており、これと比較する1973年は

71%であ った。

各機関、機構、研究所及び財団が行う研究開発

費は過去2年間に44%もふえて 8億4印O万クロー

ナに達した。防衛産業は 4分の 1をしめ、 一方5

分の 1はエネルギイと水の供給の改良の為のもの

である。

1969年以来環境保護庁 (NationalSwedish 

Environment Protection Board)が28のスウ ェ

ーデンの都市で行ってきた調査の結果によれば、

町なかの一酸化炭素のほとんど、炭化水素及び笠

素酸化物の汚染の90%は、自動車から発生したも

のである。

この調査からさ らに都市における微粒子汚染の

4分の 3以上と、大気中の鉛分による汚染のほと

んどは自動車によることが分っている。自動車と

トラックとは、事実上スウェーデン産業全体より

も一層大気を汚染させているのである。

環境保護庁はまた主たる都市でオゾンの水準に

ついても調査している 。ストックホルムとイエテ

ボリィの両市では、アメリカ当局が定めている

8PPHMの最高値をこえることがしばしばあ っ

た。 光化学スモッグと関連 したときのオゾン水準

は、普通15-40PP HMに達する。

自動車交通と大気汚染について

の開発計画に合わせて優先順を決定できる権利を

もつことが、協力活動の基礎のーっとなる。

政府はさらに開発援助基金をひもつきでない様

に努力をつづけるべきであるとのべているが、国

際的な協定が締結されるまでは、援助金の一部が

スウェーデンでの購入にひもっきとなるのは正当

であると同委員会は考えている。

さらに同委員会はスウ ェーデンが現在行ってL、

る多国間及び二国聞の援助計画そのものの現行比

率を大幅に変えるべき理由はないとしている。ス

ウェーデンはさらに国際開発基金(International
Development Agency) -の援助一いまやスウ

ェーデンは同基金~の工業国からの全出資額の 4

%をしめるにいたっているーをつづけるべきであ

り、同時に、将来国連開発計画一UNDPー~の

出資増の件はこの機関が現在以上に効果的に運営

されることを認めるか否かによ ゥて決定されると

している。

GNPの1.3%をこす

スウェーデンにおける研究開発の為の投資と費

用とは、1975年にはGNPの1.3%以上に達した。

中央統計局の調査では、これと比較すると1973年

には1.2%にすぎなかった。

産業界の開発研究費は1975年には30億6000万ク

ローナ (1989億円〕に達し、 とれは時価でみて

1973年よりも46%の増である 。この費用の 3分の

2は製品開発の為であ り、 7分の lはプロセス開

開発研究費、

り事務局よ

0福祉社会の流通・生協視察調査団出発

かねて募集中であ ったスウェーデンを中心とする福祉社会の流通・生協視察団は、全国農業協同

組合連合会の協力によりその結成をえて、 8月21日羽岡を出発し、所期の日程を終えて 9月4日帰

国した。

今回は、当研究所主催の第 4回目の派遣であって、当研究所メンパーの東海大学助教授永山泰彦氏

がコ ーデイネーター となり 、東海大学教授の佐原洋氏および全国農業協同組合連合会生活部次長堀

江昭の両氏がそのアドバイザーとして介添の任に当られ、団員は下記のとおり総員15名であります。

視察先は、スウ ェーデン、 デンマーク、西ドイツ、イギリ スおよびフランスの 5ヶ国で、 その視

察調査の結果報告は、近々の月報に掲載しご高覧に供する予定であります。

次長

(順不同〉

生活部 次長

首都閥販売卒業部

名

彦氏〔コーデイネイター〕東海大学助教授

洋氏(アドパイザー〉 東海大学教授

昭氏(ア ドパイザー〕 全国農業協同組合連合会

淳氏 全国農業協同組合連合会

氏位各力日会
.".. 

‘h ~ 

'-

泰山

原

江

江

永

佐

堀

士

ロ
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参事

社長

ホクレン農業協同組合連合会生活事業本部長

岩手県経済農業協同組合連合会 参事

福島県経済農業協同組合連合会生活資材部部長

株式会社編島くみあし、用品センタ一 代表取締役

i岐阜県経済農業協同組合連合会生活部部長

石川県経済農業協同組合連合会生活部部長

京都府経済農業協同組合連合会総務部部長

豊中市立小曽根保育所保育所所長

千葉県勤労者生活協同組合住宅部

トヨタ生活協同組合常務理事

全国農協観光国際部長

課長

雄氏

夫氏

昇氏

雄氏

男氏

市氏

男氏

弘氏

郎氏

孝氏

三氏(添乗員〉

達

旭

国

文

竜

清

数

雅

由

自

升

源

下

原

井

部

橋

川

村

窪

見

田

簸

上

仁

阿

佐

鍔

(

〈

口

回

大

辺

大

-・ー， 

0スウェーデンに関する高校生の論文募集

当スウェーデンネ士会研究所は、このほどイその10周年記念事業のーっとして、スウェーデンに関

する小論文を関東地区所在高等学校在学生より募集することにより、若い世代の人々のスワェーデ

ンに対する関心を深め、 わが国の福祉社会としての発展に寄与することを決定しました。

この計画には、スウェーデン大使館のほか、東京新聞およびスカンジナビア航空が積極的な協力

を示され、特賞受領者はスウェーデンに招待されることとなりました。

原稿募集は、 9月15日より 10月25日の間に行われますが、詳細のお問合せは当研究所事務局で承

ります。

0エネルギー問題シンポジウム開催

スウェーデンのエネノレギー問題の権威で、あるルンド大学のスグエン・ヨハンソン教授(原子力)

ならびにウプサラ大学のオーケ・スンズボリー教授(水力発電〉の来日の機会をえて、来る10月13

日省エネノレギー問題のシンポジウムを開催することになりました。開催の場所、時刻等は近々に決

定いたしますので、電話等でご照会下され、多数ご参加下さるようお願いいたします。
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職場の再組織

職 場組織の
自動車産業における労働の人間

化ー トヨタ自動車工業能 率と改善
昭
和
田
年
8
月
お
日
発
行
第
9
巻
第
8
号

家庭電器産業における労働の人

間化一松下電器、三洋電機、三

菱電機

日本における

労働環境の特

殊性と対策
自動車部品メーカーのモジュー

ル方式 関東精器、日本ラヂエ

ーター

日本大学教授

高須裕三

「組織崩壊現象」に悩む企業

作業再組織による画期的な新工

場

中央大学教授

丸尾直美編著
トヨタ自動車工業(株)取締役

坪井珍彦

毎
月
l
回
お
日
発
行

「生産クループJI推進クルー

プ」による職場の活性化
海外企業の職場再

組織の実態

ホワイ卜カラー労働にも人間化

を

「ジョブ・ エンリッチメ ン ト」

の成功例

1200円

160円

定価

送料

276頁

編
集
責
任
者

発
行
所

社
団
法
人
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
社
会
研
究
所
定
価
二

G
G門

高
頁
俗
三

アメリカとは司;:j育が違う、日本人はもともと勤勉で、あ

るし、単一民族であるからコミュニケーションもうま

くいっているし、人間的参加の組織もでき上がってし、

る、と見るl匂きが多いようである。しかし人の君、識と

いうものは、契機さえあれば大変化し得るものであ

る。オイノレ ・ショックを契機とした消費者意識の変化

で我々はそれを経験済みである。また、よごれる{i4Ji

を極端に嫌し¥ 阻害意識の強い最近の若年労働者をつ

なぎ止めておくために、現場の管理者がどんなにIJj1:を

悩ましているかは、も っと知られるべきである。そう

いう意味で、本書に紹介されているトヨ夕、松下電器

などの日本の先駆的工場の努力は、大きな参考になる

であろう。

頻発する山ネコ・スト、転職率とアブセンテ{ズム

〔計画的欠勤〕の著しい増加、組織の規律喪失ないし

ディスオーガナイゼーション(組織崩壊〉現象の兆候

など、先進諸国の工場および労使1対係は重大な転換期

に直面していると言えよう。

他方、こうした現象に対応する新しい自律的秩序の

兆候も各国にみられはじめている。本書で詳細1/に紹介

されているスウェーデンのボノレボ社、サーブ・スカニ

ア1土、あるし、はアメリカのゼネラノレ・フーヅ・トペカ

工場などは、作業の画期的な再組織と新方式の導入に

よって、現代の工場が抱えている問題を解決し、環境

改善と能率の両立にめざましい成果をあげている先駆

的工場の好例で、あろう。

日本の場合はどうであろうか。 H本はヨー υツノミベコ

振替東京 25976電話 (03)504-6515 東京都千代田区霞が関 1-4-2千 100

ド社
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